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本論文は、『源氏物語』を中心とした物語を分析対象とした第１～３篇と、『蜻蛉日記』を

中心とした第４篇からなっている。『源氏物語』をめぐる論考では、物語の深層にあって物

語を動かす力となっている発想や和歌のことばが物語を立ち上げていく過程、その「生成」

のありようを明らかにした。そのうえで、『源氏物語』の重層的で息の長い散文の先駆けと

なった『蜻蛉日記』について、先蹤となる仮名文がなかった時代に、手習文などの流れを

継承しつつ、和歌を連ねる文章の中からこの作品が自己を語る散文を「生成」していった

過程を検証した。また、漢文日記との関連性を視野に入れたうえで、この作品が日記とい

う枠組みを利用することによって女性が自己を語ることを可能にしたことを論証した。さ

らに、『蜻蛉日記』の近世から近代に至るまでの享受のありようをたどりながら、この作品

の解釈の枠組みがどのように出来上がっていったのかを明らかにし、そのうえであらため

て『蜻蛉日記』という作品が生み出された時点における特性に焦点を当てた。そして、こ

の作品が一見すると自己語りに執しているように見えるにもかかわらず、実は自己の世界

に閉じた作品ではないことを明らかにした。 



第１編は、「心のかたち」と題したが、分析の対象となっているのは『源氏物語』の和歌

である。歌ことばが散文とは異なる射程を持つという特質を巧みに利用しながら、物語の

中の和歌が登場人物の心を重層的に形づくっている様相を明らかにした。これらの論稿は、

これまで積み重ねられてきた物語における和歌の機能に関する研究成果をふまえたうえで、

登場人物の心とことばの複雑な関係について、より多角的な視点から考察を試みたもので

ある。 

第２編では、『源氏物語』の中で光源氏と天皇の后である藤壺との禁忌の恋を通して実現

された、桐壺帝―光源氏―冷泉帝とつながる理想の皇統のありようを問い、物語がその皇

統の「継承」の問題をいかに取り扱おうとしているのかを考察した。これらの論考は、物

語研究において一時期盛んに行われた王権論の流れを汲むものであるが、そこに「継承」

という視点を持ち込むとともに、虚構の中でしか存在しえない歴史的現実を超える皇統が、

物語の中でどのように歴史的現実から乖離することなく存在しえたのかを、物語の表現を

丹念にたどることによって、明らかにすることを目指した。このような意図のもと、「継承」

の問題をあからさまに語ることを避けながら、一方では隠された皇統の「継承」を当然の

もののように語っていく『源氏物語』の隠された仕掛けを明らかにした。また、光源氏が

実現した理想の皇統は継承を意図されながらもそれがかなわなかったがゆえに、より一層

輝くという逆説的なありようにも注目している。 

第３編では、『源氏物語』の根幹をなす「禁忌を侵す恋」というテーマが、『伊勢物語』

の中で胚胎して『源氏物語』に継承され、『狭衣物語』で変形されながら消滅していく様相

をたどりつつ、それぞれの物語における「禁忌を侵す恋」の語られ方の特徴について考察

し、特に禁忌とされる女性のありかたに着目した。斎宮となった女性たちや内親王が、王

権の超越性を維持するために男性にとって禁忌とされたこと、だからこそ『伊勢物語』や、

その影響を強く受けた『源氏物語』においては、禁忌の侵犯が非日常性の輝きを帯び、物

語を生み出す原動力となったことに注目した。しかしながら、『狭衣物語』に至ると、禁忌



とされる女性の持つ力は低下し、物語の中心となる主人公・狭衣の源氏の宮に対する遂げ

られない想いにしても、物語を生み出していく原動力というよりは、狭衣の恋を成就させ

ないための便宜的な装置としての意味しか持たなくなっている様相を明らかにした。一方、

禁忌を侵す恋によって皇統の乱れを招くという『源氏物語』の「もののまぎれ」がなぜ語

られえたのかという問題に関しては、現在でも明らかでない点が多い。王権論においては、

禁忌の侵犯を通して権力を獲得したことが、光源氏の古代的な英雄としての側面を保証す

るという論じられ方がなされてきた。しかし、「もののまぎれ」が当時の現実の倫理とどの

ように整合性が持たされていたのかについては、正面から論じられてきたとは言い難い。

そこで、この「もののまぎれ」が近代以前の『源氏物語』享受史の中でどのように焦点化

され、時代の倫理と抵触しないように位置づけられてきたかを確認し、この問題を考える

際の一助とした。 

第４編では、『源氏物語』の文体へと展開していく新しい仮名散文を生み出した『蜻蛉日

記』について、そのような散文を可能にした諸条件に着目して考察した。まず、独詠歌を

連ねる手習文が、贈答歌を詠むべき折の制約を超えて、持続的な内面の表現を可能にし、『蜻

蛉日記』の散文の先駆けとなったことを明らかにした。また、「日記」という枠組みが、語

られることの事実性を保証すると同時に、語られることを参照されるべき先例に転換させ

る働きを持ち、女性が書くことを容易にしたことを指摘した。さらに、近世から近代に至

るまでの『蜻蛉日記』の享受史を確認したうえで、近代以前にはそれほど高く評価されな

かった『蜻蛉日記』が、文学史に組み込まれるに至った経緯について考察し、「日記文学」、

そして「女流日記文学」というジャンル形成がいかに時代と関わっているのかを論じた。

また、日記文学というジャンル形成にともない、私小説の登場と連動しながら『蜻蛉日記』

の迫真性に満ちた自己語りが高い評価を得た結果、「私に執し、私を語る」という側面が解

釈の枠組みとして強力に作用し、それ以外の要素を不可視化していることを指摘した。こ

れらの論は、結果的に正典形成をめぐる議論と軌を一にすることになった。しかし、欧米



での正典形成をめぐる議論の背景には、周縁化された少数民族や女性の文学に光を当て、

従来の文学史を刷新するという意図があるのに対して、続々と女性作家が輩出し、その存

在を認知されていた日本の平安時代の場合は、おのずから議論の方向性も異なってくるよ

うに思われる。これらの論考の目的は、『蜻蛉日記』が書かれた当時にどのような作品とし

て享受されたのかを明らかにすることを意図するものである。さらに、現代の「公」と「私」

という二項対立的な図式をこの時代に持ち込むことに対して疑問を示しつつ、平安時代に

「私」を語ることが、どのように「公」の世界につながっているのかに着目し、この時代

に女性が「書く」ことがもっていた意味をもう一度問い直すことを目指した。 


